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代表取締役  髙向 一洋 

ごあいさつ 

《 》 

《 》 

〈対象者〉 

●身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達

障害者、または難病をお持ちの方 

※障がい者手帳をお持ちでない方も利用できる場合があります 

●原則 18 歳以上 65 歳未満の方 

〈利用条件〉 

●一般企業等での就労が困難であること 

●就労の意欲と能力があること 

●事業所の定める利用規約等を遵守できること 

〈ご利用の流れ〉 

①市区町村の障害福祉課またはハローワークの

障害担当窓口に相談する 

②事業所見学・体験利用をする事業所と利用契

約を結ぶ 

③通所開始 

※詳細はお問合せください 

■施設内作業 

自動車部品(プラスチック製品)の外観

検査を行っています。外観をチェック

して変色や傷などの不具合がないかを

見つける作業です 

※その他、ダンボール組立、封入作業なども行ってい

ます 

■施設外作業 

イチゴのパック詰め作業を行っていま

す。傷や色、大きさをチェックしパック

に規則的に並べ、重さを確認します 

※その他、ホテル清掃、工場での軽作業も行っています 


